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伊 丹 市 立 観 光 物 産 ギ ャ ラ リ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 立 観 光 物 産 ギ ャ ラ リ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の

と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 ５ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

 当 分 の 間 ， 位 置 を 変 更 す る た め 。  

議53



伊 丹 市 立 観 光 物 産 ギ ャ ラ リ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

   （ 令 和 ８ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

（ 伊 丹 市 立 観 光 物 産 ギ ャ ラ リ ー 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  伊 丹 市 立 観 光 物 産 ギ ャ ラ リ ー 条 例 （ 昭 和 ５ ８ 年 伊 丹 市 条 例

第 ２ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  付 則 を 付 則 第 １ 項 と し ， 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期 日 ） 」

を 付 し ， 付 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

  （ 位 置 の 特 例 ）  

２  当 分 の 間 ， 第 ２ 条 中 「 伊 丹 市 東 有 岡 １ 丁 目 ６ 番 地 の ２ 」 と あ

る の は ， 「 伊 丹 市 伊 丹 ２ 丁 目 ４ 番 １ 号 」 と す る 。  

第 ２ 条  伊 丹 市 立 観 光 物 産 ギ ャ ラ リ ー 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

付 則 第 ２ 項 を 削 り ， 付 則 第 １ 項 の 見 出 し 及 び 項 番 号 を 削 る 。  

   付  則  

 こ の 条 例 の 規 定 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 ⑴  第 １ 条 の 規 定  公 布 の 日 か ら 起 算 し て ４ 月 を 超 え な い 範 囲 内

に お い て 規 則 で 定 め る 日  

 ⑵  第 ２ 条 の 規 定  公 布 の 日 か ら 起 算 し て １ ０ 月 を 超 え な い 範 囲

内 に お い て 規 則 で 定 め る 日  
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